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第７期科学技術・イノベーション基本計画（答申素案）
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(参考)日本学術会議の提案(特に大学等における研究環境改善の視点から)

回答
研究力強化－特に大学等における研究環境改善の視点から－に関する審議について
（令和4年(2022年)8月５日）日本学術会議

（依頼） （回答）
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研究の創造性と協働を促進し、新たな時代(Epoch)を切り拓く先導的な研究環境に向けて
(事例) 科学研究費助成事業(科研費)～研究設備共用の促進について～



先端研究基盤刷新事業
EPOCH: Empowering Research Platform for Outstanding Creativity & Harmonization

我が国の研究力強化のためには、研究者が研究に専念できる時間の確保、研究パフォーマンスを最大限にする研究費の在り方、研究設備の
充実など、研究環境の改善のための総合的な政策の強化が求められている。特に、研究体制を十分に整えることが難しい若手研究者にとって
コアファシリティによる支援は極めて重要であり、欧米や中国に対して日本の研究環境の不十分さが指摘される要因となっている。

加えて、近年、多様な科学分野におけるAIの活用(AI for Science)が急速に進展する中、高品質な研究データを創出・活用するため、
全国の研究者の研究設備等へのアクセスの確保や計測・分析等の基盤技術の維持は、経済・技術安全保障上も重要である。

第7期科学技術・イノベーション基本計画期間中に、我が国の研究基盤を刷新し、若手を含めた全国の
研究者が挑戦できる魅力的な研究環境を実現するため、全国の研究大学等において、地域性や組織の
強み・特色等も踏まえ、技術職員やURA等の人材を含めたコアファシリティを戦略的に整備する。

あわせて、研究活動を支える研究設備等の海外依存や開発・導入の遅れが指摘される中、
研究基盤・研究インフラのエコシステム形成に向けて、産業界や学会、資金配分機関(FA)等とも協働し、
先端的な研究設備・機器の整備・共用・高度化を推進する。

（担当：科学技術・学術政策局参事官(研究環境担当)付）

組織改革（中核となる研究大学等の要件）

研究の創造性と協働を促進し、
新たな時代(Epoch)を切り拓く先導的な研究環境を実現

•研究ニーズを踏まえた
試作機の試験導入

•共同研究による利用
拡大・利用技術開発

•IoT/ﾛﾎﾞﾃｨｸｽ/AI等に
よる高機能・高性能化

先端的な装置の
開発・導入

持続的な
仕組みの構築

人が集まる
魅力的な場の形成

•最新の研究設備や
共有機器等の集約化

•技術職員やURAによる
充実した支援

•自動・自律・遠隔化
技術の大胆な導入

•機器メーカー等民間企業と
の組織的な連携

•技術専門人材の全国的な
育成システムの構築

•研究設備等に係る情報の
集約・見える化

（
取
組
例
）

•組織全体としての共用の推進を行う組織(「統括部局」)の確立
•「戦略的設備整備・運用計画」に基づく持続的な設備整備・運用
•共用化を促進させる研究者や部局へのインセンティブの設計
•競争的研究費の使途の変容促進(設備の重複確認等)
•コアファシリティ・ネットワーク形成の主導と成果の検証 等

対 象：研究大学等
採択件数：15件程度(①10件②５件)
事業期間：10年間
【①既存施設】事 業 費 ：約30億円※

【②施設新設】事 業 費 ：約20億円※

施設整備：約20億円
※当初３年分をJSTを通じて実施

～全国の研究者が挑戦できる研究基盤への刷新～

背景・課題

事業内容

 令和7年度補正予算額 530億円
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競争的研究費制度に関する改革（検討案①）
【①研究設備・機器の共用促進】
○競争的研究費で購入する研究設備・機器の共用について
（研究機関において必要性(重複確認など)を確認したうえで購入へ）

＜実施済み＞
・文部科学省が実施する公募要領（研究設備・機器の共用促進について）に記載

＜検討事項＞
・補助金を交付決定を行う際の交付条件の１つとして記載すること、委託契約書の条文に追加することを検討中
（共用したことによる収入の扱い など）
・「競争的研究費における各種事務手続き等に係る統一ルールについて」（関係府省連絡会申し合わせ）の改正。
・研究機関に対する周知（事務連絡、説明会の開催 など）を行う。

⇒ 研究設備・機器の共用を進めるに当たって、より効果的と思われる点や留意すべき点があれば、ご意見を伺いたい。
（例えば、競争的研究費の公募段階・審査段階、採択決定後の補助事業の申請段階、執行段階などにおいて、
研究機関や配分機関において留意する点や、研究者向けの適切なインセンティブの事例等はあるか）

※背景
財務省における予算執行調査において、国の財源として購入したにもかかわらず、使用頻度が低い研究機器が少なくない、共用機器

が身近にあれば機器を買う必要はなかった事例も見受けられる。研究者又は研究室単位で個人の研究のために研究機器を購入する
場合には、まず組織内外で利用可能な共用機器がないことを確認するよう徹底させるとともに、国からの補助金等で研究機器を購入す
る場合には、事業によっては共用化を採択の加点要素にするなど、共用化を一層促進すべきと指摘されている。
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競争的研究費制度に関する改革（検討案②）
【②間接経費の使用実績】
○間接経費の使用実績について（文部科学省による集計結果の公表から、各機関による個別公表へ）

（検討事項）
・間接経費導入の趣旨の観点から、各研究機関においてe-Radで登録しているデータを各機関が自らHPに公表しては
どうか。

（間接経費がどのように使用されているかの「見える化」が図られ、研究機関間の好事例の共有や競争を通じて、研究
開発環境の改善に寄与することが期待できる。）

⇒ 間接経費の使用実績の公表方法の見直し行うことについて、ご意見を伺いたい。
（間接経費の公表方法を変更することについて、配分機関や各研究機関において留意すべき点等があるか。
なお、この実施には、「間接経費共通指針」の改正が必要。）

※背景
平成25年総務省行政評価・監視における勧告内容において、間接経費の運用状況における評価を行い、その結果を公表すること
の指摘を受け、文部科学省のホームページにて公表(各機関から提出のあった実績額の合計額を文部科学省のHPに掲載)を行っている
ところであるが、間接経費の趣旨である競争的研究費をより効果的かつ効率的に活用し、競争的研究費を獲得した研究者の研究開
発環境の改善や研究機関全体の機能の向上に活用することににより、研究機関間の競争を促し、研究の質を高めることであるとされ
ている。なお、PI人件費の使用実績については、既に各機関のHPで公表が行われている。

7



競争的研究費で取得した研究設備・機器の有効活用（統一ルール）
区 分 処分制限期間 処分制限期間外 備 考

補助事業
（50万円以上の研究設備・機器）

○
制限あり

◎
制限なし

区 分 所有権移転前 所有権移転後 備 考

委託事業 ○
制限あり

▲
※

※本来の貸し付け目的に
支障のない範囲で貸し付けの
条件に反しない限り可
(管理協定等を締結)転貸は不可

（参考）競争的研究費における各種事務手続き等に係る統一ルールについて
(令和３年３月５日、令和５年５月24 日改正、競争的研究費に関する関係府省連絡会申し合わせ)

５．購入した研究設備・機器の有効活用
研究機関においては、購入した研究設備・機器の共用等の有効活用を促進する。このため、補助事業で購入した研究設備・機器や委託事業で購入した 

50万円以上の研究設備・機器については、本来の事業に支障を及ぼさない範囲で、一時的に他の研究開発に使用することを可能とするとともに、配分機
関における研究設備・機器の処分に係る必要な手続きの迅速化を図る。
（１）補助事業や委託事業により購入した研究設備・機器について、本来の事業に支障を及ぼさない範囲で、一時的に他の研究開発に使用する場合は、

次の①及び②の条件を前提として、研究機関から配分機関に対し、別紙２(様式例)による報告書の提出をもって大臣等の承認があったものとして取り扱
うこととする。なお、委託事業により購入した研究設備・機器については、所有権が府省等に移転する間までとする。

① 使用予定者との間で一時使用に係る管理協定等を締結し、破損した場合の修繕費や光熱水料等使用に関する経費負担を明らかにしておくこと。
② 貸付けを行う場合は原則無償貸付とする。ただし、貸付額は、実費相当額を求めても差し支えないものとする。

（２）委託事業については、委託事業実施後に当該研究設備・機器の所有権が府省に移転した後、各府省から研究設備・機器の貸し付けを受けて一時的
に他の研究開発に使用する場合は、本来の貸し付け目的に支障を及ぼさない範囲で、使用場所等その他、当該物品の貸し付けに係る条件に反しない
限りにおいて実施可能とする。この場合、上記（１）①の条件を前提として、研究機関から各府省に対し、別紙３(様式例)による報告書を提出すること
とする。

⇒ 一時的に他の研究開発に使用することは可能(条件：管理協定等を締結、原則、無償貸付(実費相当額を求めることは可能))
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間接経費の公表（文部科学省ホームページより）
①競争的研究費における間接経費の運用状況について ②競争的研究費における間接経費の使用状況

○平成25年総務省行政評価・監視における勧告内容
文部科学省は、間接経費導入の趣旨を踏まえ、研究機関における間接経費の計画的かつ適正な執行及び使途の透明性を確保するため、各府省と連携しつつ、
以下の措置を講ずる必要がある。 
① 研究機関における間接経費の使用に関する方針等の作成状況、執行管理方法、執行実績報告書の作成方法等に係る実態を十分に把握した上で、研究機
関に対し、間接経費の適正な管理や効果的な運用のために必要な事項を具体的かつ体系的に示すこと。その際、次の内容を含めること。 
ⅰ） 研究機関が間接経費を研究者に配分する場合において、直接経費で充当されるべきものに間接経費が充当されることを防止するため、

事務局が構築・運用すべきチェック体制 
ⅱ） 間接経費の趣旨及びその使途に関する研究者への周知方法 

② 上記①で示した事項を基にしつつ、科研費実地検査等において間接経費についても十分調査することとし、問題のある研究機関に対しては指導を徹底すること。
また、指導の結果等を踏まえた間接経費の運用状況に係る評価を行い、その結果を公表すること。 9



各研究機関による報告資料（e-Radによる報告）
【間接経費実績報告書】
・１研究機関、年度ごとに１件報告

＜支出欄＞
・受け入れた全ての競争的研究費に伴う間接経費の実績をまとめて入力
１．管理部門に係る経費
（①人件費、②物件費、③施設整備関連経費、④その他）
２．研究部門に係る経費
（①人件費、②物件費、③施設整備関連経費、④その他）
３．その他
（①人件費、②物件費、③施設整備関連経費、④その他）
４．次年度への繰越額・持ち越し額

＜収入欄＞
・競争的資金制度による間接経費を受け入れた額を制度ごとに合算して入力
１．当年度分
２．前年度からの繰越分

・間接経費の使用結果
（１）間接経費をどのように使用し、その結果如何に役立ったか
（競争的研究費を獲得した研究者の研究開発環境の改善、研究機関全体の機能の向上の観点から記載）
（２）間接経費の使用方針について
使用方針の作成の有無
間接経費の趣旨・使途については、競争的研究費の配分を受けた研究者への説明 など

（参考）支出欄の例
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